
第4回笠松町議会定例会議決結果 （12月7日開会　12月18日閉会） 

第６８号　平成３０年度笠松町一般会計補正予算（専決第
２号）の専決処分の承認 

　補正額 １３,５３９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７５３,３９３,０００円 

［主な補正内容］ 
・台風２１号による罹災施設の修繕費用などを増額 

第６９号　笠松町農業委員会委員の任命同意 
委員の辞任に伴い、岩村 好闊氏（門間）を後任委

員として、議会の同意を得て任命するもの。 
第７０号　笠松町水道事業及び下水道事業の設置等に関

する条例 
平成３１年４月から下水道事業に地方公営企業法を

適用することに伴い、現行の「笠松町水道事業の設置
等に関する条例」を全部改正し、水道事業・下水道事
業の設置とその経営の基本に関する事項などの所要
の規定整備 

第７１号　笠松町部設置条例の一部を改正する条例 
下水道事業の公営企業化と組織体制の見直しに

伴い、部の分掌事務の一部変更と「建設水道部」を「建
設部」と「水道部」に再編する所要の規定整備 

第７２号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業の利用者負担に関する条例の一部を改
正する条例 

子ども・子育て支援法施行令の一部改正などに伴い、
特例措置として利用者負担額を軽減する所要の規定
整備 

第７３号　平成３０年度笠松町一般会計補正予算（第５号） 
　補正額 １９,７１４,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７７３,１０７,０００円 

［主な補正内容］ 
・国の登録有形文化財杉山邸の修繕に伴い、修繕費

用を増額 
・高濃度PCBの廃棄量を減らすため、廃安定器の分

別委託料を増額 
・平成３１年（2019年）１０月より全地方公共団体で運

用される地方税共通納税システムに対応するため、
システム改修委託料を増額 

・ブロック塀の除去に対する助成制度利用者数の増
加に伴い、補助金を増額 

・重度心身障がい者医療費、母子家庭等医療費の
増加に伴い、扶助費を増額 

・第一保育所のブロック塀を補強するため、補強工事
に対する補助金を増額 

・町道拡幅のため、無動寺地内の土地取得費用を増額 
第７４号　平成３０年度笠松町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号） 
　補正額 ３３,３４２,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,５４４,６６３,０００円 

［主な補正内容］ 
・前年度分の国庫負担金などの精算に伴い、返還金

を増額 
第７５号　平成３０年度笠松町下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 
　補正額 △３,３２９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ７９８,２５２,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成２９年度消費税及び地方消費税の確定に伴い、

消費税を減額 
・管路布設替え箇所の発生に伴い、工事請負費を増額 

第７６号　笠松町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期
末手当に関する条例の一部を改正する条例 

第７７号　笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例 

平成３０年の人事院勧告に基づく一般職職員の給
与改定の内容を考慮し、議会議員と常勤の特別職職
員の期末手当の支給割合を０.０５月引上げる所要の規
定整備 

第７８号　笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例 

平成３０年の人事院勧告に基づく一般職職員の給
与改定などに関する所要の規定整備 

【平成３０年４月１日適用】 
○給料表の増額改定 

民間給与と比較し、給料月額を平均０.１９%増額改定 
○勤勉手当の支給割合の引上げ 

民間の支給割合に見合うよう、年間の支給割合を０.０５
月引上げ 

○宿日直手当を４,２００円から４,４００円に引上げ 
【平成３１年４月１日適用】 
○期末手当、勤勉手当の６月と１２月の支給割合を均

等にする改正 
第７９号　平成３０年度笠松町一般会計補正予算（第６号） 

　補正額 ４,９０１,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,７７８,００８,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 
・笠松町赤十字奉仕団下羽栗分団、愛馬会からの指

定寄附を社会福祉基金に積立てるため積立金を増
額 

・篤志者からの指定寄附を活用し、笠松中学校の各
クラスに設置する電子ピアノの購入費用と、笠松中
央公民館大ホールの椅子の購入費用を増額 

・（株）光製作所からの指定寄附を光文庫整備基金
に積立てるため積立金を増額 

第８０号　平成３０年度笠松町国民健康保険特別会計補
正予算（第４号） 

　補正額 ２８３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,５４４,９４６,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８１号　平成３０年度笠松町介護保険特別会計補正予
算（第３号） 

　補正額 ９１,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,９３２,１３１,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８２号　平成３０年度笠松町下水道事業特別会計補正
予算（第４号） 

　補正額 ３５４,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ７９８,６０６,０００円 

［主な補正内容］ 
・職員の給与改定などに伴い人件費を増額 

第８３号　笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例 
下水道事業の公営企業化による組織体制の変更に

伴い、民生建設常任委員会の所掌事務にある「建設
水道部」の名称を、「建設部」と「水道部」に改める所
要の規定整備 

［すべて可決］ 

　平成5年8月から運行を開始し、下門間と米野高瀬を発着
点に公共施設などを巡回している「公共施設巡回町民バス」
の累計利用者が、12月25日に200万人を達成しました。 
　利用者には、現在の38のバス停と1時間1本の定時運行
が定着しておりますが、今後、高齢者など交通弱者の移動
手段を確保する重要性は、一層高くなると見込まれます。 
　これからも、町民の皆さんにご利用いただけるバスを目指
すため、本年7月から9月にご協力いただいた下記のアンケート
結果をもとに、今後の路線変更や乗車料金のあり方を検討
していきます。なお、全文は町ホームページに掲載しています。 
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2.アンケート結果の主なもの 
（ 1 ） ： バス利用の有無 

（ 2 ） 希望バス停場所 

（ 3 ） 希望乗車料金 （ 4） 希望運行本数 

①一　般：有381人（43%）、無511人（57%） 
②利用者：有272人（100%） 
③高齢者：有269人（74%）、無95人（26%） 

いただいたご意見 
・巡回町民バスがあり、助かっています。 
・乗車料金が安く、感謝しています。 
・運転が荒いと感じるときがあります。 
・30分に1本の運行を希望します。 

・車内をきれいに使用できるようマナー啓発の
掲示をしてほしいです。 

・日曜日・祝日の運行増便を希望します。 
・スーパーの前にバス停を設置してほしいです。 
・定期券制度を作ってほしいです。 
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時間帯に応じて 

平成30年7月中旬～9月中旬 
①「地域福祉計画」策定に際し一般町民に実施

したアンケート 
②バス利用者に対する聞き取り 
③高齢者による記入と聞き取り 
計1,646人 

（内訳：①一般898人②利用者272人③高齢者476人） 
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